
 

③④⑤報告 

日本女子大学利益相反管理規程に基づく体制図 

 

＜マネジメント体制＞ 
 

 

 

                  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
＜リスク判断・対応フロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利益相反管理総括責任者 

学  長 

 

利益相反管理委員会 
 

委員長＝学長が選任する 1名の副学長 

委 員＝学部長､通信教育課程長､学長が選任

する 1名の研究科委員長、事務局長、

総務部長、学務部長、学務部事務部長、

専門委員、外部委員(有識者) 

運営事務局…総務部人事課、学務部研究支援課 

 

 

利益相反管理委員会における審査･調査 

（規程第 10 条） 
 

・委員会は、自己申告書等の内容に基づきリス 

ク回避の必要性について審査する。 

・上記の審査において必要と認める場合は、状 

況調査を行う。 

↓ 

＜リスク判断・対応フローへ＞ 

関係事務部署・担当 

競争的研究費・受託・共

同研究・奨学寄付等受入、

物品等受入、研究者受入、

人倫理審査、出張手続、

人事・兼職、他機関との

協定、安全保障輸出管理、

利益相反 

 

理 事 長 

対象者 
 

大学専任教員、科研費に採

択中又は応募予定の研究

員（客員研究員・学術研究

員・日本学術振興会特別研

究員）、科研費に採択中又

は応募予定の大学専任研

究員及び専任職員、ＲＡ 

報告 

研修・啓発 

定期調査 

 

報告 

  情報開示 
 

定期･随時報告 

自己申告書提出 

相談  

相談窓口 
 

学務部研究支援課 

報告 

助言・情報提供 

対象事象 

国内外の産学官連携活動等（国外からの

報酬の受入れ、本学以外の所属機関・役

職への従事を含む） 

学内手続 
申請・届出・相談  

連携 

リスク評価のための 

情報収集 

利益相反管理委員会 
 

（運営事務局）総務部人事課、学務部研究支援課 

（相 談 窓 口）学務部研究支援課 
 

・審議事項と関連する分野の専門委員選出 

・状況調査（事情聴取､事前相談､情報収集､状況観察等） 

・規程第 10 条に基づく審査・調査において、以下 

の観点により利益相反状態の確認・検討を行う。 

（１）本学教職員として果たすべき責務に支障が生 

じていないか。 

（２）利害関係先企業等への便宜を図る、研究結果 

にバイアスが生じる等の状況が生じていないか。 

（３）研究の国際的な信頼性を損なうおそれが生じ 

ていないか。 

①相談・報告 

対象者 
 

・ヒアリングへの回答、確 

認項目シートの提出 

・安全保障輸出管理フロー 

チャートの提出 

関係事務部署・担当 

利益相反管理総括責任者 

 

①申請・届出 

②状況調査 

↓（リスク回避が必要な場合） 

③通知（是正措置等の要請） 

④改善状況の報告 

↓（不服申し立て） 

⑤再審査 

②連携･情報共有 

情報収集 

経済産業省（外国ユーザ

ーリスト等） 

経済産業省（外国ユーザーリスト等） 


